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(57)【要約】
【課題】流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現が高く、コンクリートへの付着強度
が高く、さらに、耐久性に優れるグラウト組成物、グラウトモルタル及びグラウト工法を
提供する。
【解決手段】ポルトランドセメント、膨張材、再乳化型粉末樹脂、溶融紡糸した玄武岩繊
維、収縮低減剤、減水剤、消泡剤、及び骨材を含有するグラウト組成物であり、溶融紡糸
した玄武岩繊維がポルトランドセメントと膨張材の合計１００部に対して０．１～１０部
である前記グラウト組成物であり、骨材がポルトランドセメントと膨張材の合計１００部
に対して１５０～３００部である前記グラウト組成物である。また、前記グラウト組成物
と水を混合してなるグラウトモルタルであり、前記グラウトモルタルを用いたグラウト工
法である。
【選択図】なし



(2) JP 2008-120611 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポルトランドセメント、膨張材、再乳化型粉末樹脂、溶融紡糸した玄武岩繊維、収縮低減
剤、減水剤、消泡剤、及び骨材を含有するグラウト組成物。
【請求項２】
溶融紡糸した玄武岩繊維がポルトランドセメントと膨張材の合計１００部に対して０．１
～１０部である請求項１に記載のグラウト組成物。
【請求項３】
骨材がポルトランドセメントと膨張材の合計１００部に対して１５０～３００部である請
求項１又は２に記載のグラウト組成物。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載のグラウト組成物と水を混合してなるグラウトモルタ
ル。
【請求項５】
請求項４に記載のグラウトモルタルを用いたグラウト工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に、コンクリートの補修部位に充填する用途に好適な、硬化収縮が少ない
耐久性の良好なグラウト組成物、グラウトモルタル及びグラウト工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンクリートの補修（断面修復）には、例えば、速硬セメント、繊維長３～２０
ｍｍの短繊維、及び再乳化粉末樹脂を含有する材料が使用されている（特許文献１参照）
。また、セメントに、粉末度５０００ｃｍ２／ｇ以上の分級フライアッシュ、繊維長３～
２０ｍｍの短繊維や再乳化型粉末樹脂が混合された材料が開示されている（特許文献２参
照）。さらに、セメントと、ポリアクリル酸エステル樹脂系、スチレンブタジエン合成ゴ
ム系、又は酢酸ビニルベオバアクリル共重合系のうち少なくとも一種のポリマーと、界面
活性作用を有する有機系の収縮低減剤とを含有してなるポリマーセメント組成物が提案さ
れている（特許文献３参照）。さらに、初期のひび割れ防止を目的に繊維を配合した材料
が開発されている（非特許文献１参照）。また、溶融紡糸した玄武岩繊維の製造方法が開
示されている（特許文献４参照）。
【特許文献１】特開平１１－２７８９０３号公報
【特許文献２】特開２００１－３２２８５８号公報
【特許文献３】特開２００３－５５０１８号公報
【非特許文献１】浜田敏祐、末森寿志、斉藤忠、平居孝之：ビニロン短繊維によるコンク
リートのプラスチック収縮ひび割れ抑制に関する実験的研究、コンクリート工学年次論文
集、ｖｏｌ．２２、Ｎｏ．２、ｐｐ．３１９－３２４、２０００
【特許文献４】特表平０９―５０００８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記材料は長期間の耐久性が明らかでなく、しかも、コンクリートの補
修用グラウト材として要求されるフレッシュ時の良好な流動性（グラウチング性）、無収
縮性、及びブリーディング特性等の特性も明らかでなかった。
　本発明は、上記課題を解決したグラウト組成物、グラウトモルタル及びグラウト工法を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　すなわち、本発明は、（１）ポルトランドセメント、膨張材、再乳化型粉末樹脂、骨材
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、溶融紡糸した玄武岩繊維、収縮低減剤、減水剤、消泡剤、及び骨材を含有するグラウト
組成物、（２）溶融紡糸した玄武岩繊維がポルトランドセメントと膨張材の合計１００部
に対して０．１～１０部である（１）のグラウト組成物、（３）骨材がポルトランドセメ
ントと膨張材の合計１００部に対して１５０～３００部である（１）又は（２）のグラウ
ト組成物、（４）（１）～（３）のいずれかのグラウト組成物と水を混合してなるグラウ
トモルタル、（５）（４）のグラウトモルタルを用いたグラウト工法、である。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明のグラウト組成物を使用したグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少
なく、強度発現が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れるとい
う効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　なお、本発明における部や％は、特に規定しない限り質量基準で示す。
【０００７】
　本発明で使用するポルトランドセメントとしては、特に限定されるものではなく、一般
に使用されている、普通、早強、中庸熱、及び超早強等のポルトランドセメント、これら
ポルトランドセメントに、フライアッシュや高炉スラグなどを混合した各種混合セメント
、さらに、これらの各種混合セメントを微粉砕したものも使用可能である。
【０００８】
　本発明で使用する膨張材としては、特に限定されるものではなく、一般に使用されてい
るカルシウムサルホアルミネート系膨張材、カルシウムアルミノフェライト系膨張材、及
び生石灰系膨張材等が使用可能である。
【０００９】
　膨張材の使用量は、ポルトランドセメント（以下、セメントという）１００部に対して
、１～２０部が好ましく、２～１５部がより好ましい。１部未満では収縮を充分に抑える
ことができない場合があり、２０部を超えると膨張量が多くなりすぎる場合がある。
【００１０】
　本発明で使用する再乳化型粉末樹脂（以下、粉末樹脂という）としては、ポリアクリル
酸エステル、酢酸ビニル、エチレン－酢酸ビニル、酢酸ビニル－バーサチック酸ビニル、
スチレン－アクリル酸エステル、又はアクリルエステル－酢酸ビニル－バーサチック酸ビ
ニル等を主成分とする粉末状の樹脂を使用することが可能であり、そのうち、耐久性の面
からはアクリル酸エステル－酢酸ビニル－バーサチック酸ビニルを主成分とするものがよ
り好ましい。再乳化粉末樹脂の製法には、粉末化方法やブロッキング防止法等があるがい
ずれの製造方法のものも使用可能である。
【００１１】
　ポリマーを溶剤で希釈したポリマーディスパージョンは、通常、セメントモルタルプレ
ミックス品と水を計量し、練り混ぜて使用する手法が主流であるが、本発明の粉末樹脂は
、ポリマーディスパージョンに比べて水分含有量が極めて少ないため、セメントに混合し
ておいても水を加えない限り硬化し難いことから、あらかじめプレミックスしておくこと
により、施工現場でのポリマーの計量、混合という煩雑な作業が省略でき、施工作業性が
向上する。
さらに、粉末樹脂をセメントにプレミックスすることで、均一に分散して作用するため、
後添加する場合に比べ、コンクリートに対する付着強度の面でも有利に作用する。
【００１２】
　粉末樹脂の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、３～２０部が好まし
い。３部未満では耐久性や付着性能が不充分な場合があり、２０部を超えるとコストアッ
プになると共にフレッシュ時の流動性が確保できない場合がある。
【００１３】
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　本発明で使用する溶融紡糸した玄武岩繊維（以下、玄武岩繊維という）としては、天然
の玄武岩を原料とし、高温で溶融紡糸した非晶質の人造鉱物繊維である。その特徴として
、有機繊維に比べ耐熱性に優れ、ガラス繊維やロックウールに比べ耐薬品性に優れ、密度
が２．８ｇ／ｃｍ３程度であることから、ドライモルタルと同程度であり、均一混合性に
優れるという特徴がある。
　玄武岩繊維の繊維径は、２～５０μｍが好ましく、７～２０μｍがより好ましい。２μ
ｍより小さいと、安定的に製造することが困難であり、５０μｍを超えると初期ひび割れ
低減効果が低下する場合がある。
　玄武岩繊維の繊維長は、２～１５ｍｍが好ましく、５～１０ｍｍがより好ましい。２ｍ
ｍより小さいと初期ひび割れ低減効果が小さく、１５ｍｍを超えるとドライモルタルに混
合したときの分散性が悪くなる場合がある。
　玄武岩繊維は、繊維が単独にほぐれた単繊維状態（繊維径としては、０．１ｍｍ以上と
なる）ではなく、サイジング剤等で繊維径５０μｍ以下の単繊維を束状にした収束状態の
ものを使用することが好ましい。適度に接着力のある収束状にすることで、ドライモルタ
ルと混合したときに簡単にほぐれて均一な混合が可能となる。
【００１４】
　玄武岩繊維の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、０．１～１０部が
好ましく、０．３～５部がより好ましい。０．１部未満ではひび割れ発生防止効果が充分
でない場合があり、１０部を超えると混練性や施工性が低下する場合がある。
【００１５】
　本発明で使用する収縮低減剤としては、混練水の未反応の水分の逸散を防止しセメント
水和物の乾燥収縮を抑制するもので、具体的には、アルコール系、低級アルコールアルキ
レンオキシド誘導体系、グリコール系、グリコールエーテル・アミノアルコール誘導体系
、及びポリエーテル系等の界面活性作用を有する有機系化合物を使用することができる。
【００１６】
　収縮低減剤の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、０．３～７部が好
ましい。０．３部未満では収縮低減剤効果が充分でない場合があり、７部を超えるとコス
トアップになり、フレッシュ時の流動性が低下する場合がある。
【００１７】
　本発明では、グラウトモルタルとしての流動性を確保し単位水量を減少させるため、グ
ラウト組成物に減水剤を使用する。減水剤は粉体、液体いずれの形態のものも使用可能で
ある。
　減水剤としては、特に限定されるものではなく、ポリオール誘導体、リグニンスルホン
酸塩やその誘導体、及び高性能減水剤等が挙げられ、これらの一種又は二種以上が使用可
能である。これらの中では、流動性や減水効果の面から高性能減水剤が好ましい。
【００１８】
　高性能減水剤としては、ナフタレンスルホン酸塩、メラミンスルホン酸塩、及びアルキ
ルアリルスルホン酸塩のホルマリン縮合物、並びに、ポリカルボン酸系高分子化合物等が
挙げられる。これらの中で、凝結遅延効果、流動性、及び圧送性が高い、ナフタレンスル
ホン酸塩、メラミンスルホン酸塩、ポリカルボン酸系高分子化合物の一種又は二種以上を
選択使用することがより好ましい。
【００１９】
　減水剤の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、固形物換算で０．０５
～３部が好ましく、０．１～２部がより好ましい。０．０５部未満では良好な流動性が得
られない場合があり、３部を超えると必要以上の凝結遅延を起こし、強度発現性に悪影響
を与える場合がある。
【００２０】
　本発明で使用する消泡剤としては、特に限定されるものではなく、粉末樹脂混合時の連
行空気を減少し、セメント硬化体の圧縮・曲げ強度向上等に寄与するもので、具体的には
、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステルルなどの非イオン界面活性剤が使用可能である。
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【００２１】
　消泡剤の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、０．０１～０．０５部
が好ましい。０．０１部未満では消泡効果が不充分な場合があり、０．０５部を超えても
効果の増進はなく強度が低下する場合がある。
【００２２】
　本発明で使用する骨材としては、特に限定されるものではなく、セメント混練物の流動
性改善やセメント硬化体の耐久性改善のために使用されもので、川砂、海砂、及び珪砂等
が使用可能である。
　さらに、所望の特性のセメント硬化体を得るためにはその粒度構成や配合量にも好適な
範囲があり、骨材の粒度としては、粒度は４ｍｍ以下のものが好ましく、さらに、１．２
ｍｍ未満のものが５０～７５％で、１．２～４ｍｍのものが５０～２５％である混合物が
好ましく、特に、１．２～４ｍｍのものの割合が４５～２５％である混合物がより好まし
い。最大粒度が４ｍｍを超えると流動性や充填性に影響し、１．２～４ｍｍのものの割合
が２５％未満では耐久性に影響し、５０％を超えると充分な早期強度が得られない場合が
ある。
【００２３】
　骨材の使用量は、セメントと膨張材の合計１００部に対して、１５０～３００部が好ま
しく、１５０～２５０部がより好ましい。１５０部未満ではひび割れが発生しやすくなる
場合があり、３００部を超えると充分な流動性の確保が難しくなる場合がある。
【００２４】
　本発明では、性能に影響を与えない範囲内で、各種有機繊維、炭素繊維、鋼繊維等の玄
武岩繊維以外の繊維物質と併用して使用することも可能である。さらに、必要に応じて、
本発明のグラウトモルタルの目的を阻害しない範囲で他の混和材又は混和剤、すなわち、
フライアッシュやシリカフューム等のポゾラン物質、防錆剤、メチルセルロース等の水中
不分離混和剤、増粘剤、保水剤、防水剤、発泡剤、防凍剤、及び着色剤等を併用すること
が可能である。
【００２５】
　本発明のグラウトモルタルは、あらかじめグラウト組成物を構成する成分の全部を混合
し、現場で水を加えて練り混ぜるだけで使用可能なプレミックスタイプで使用することが
好ましいが、構成成分の一部あるいは全部を使用現場で混合して調製することも可能であ
る。
【００２６】
　本発明で使用する水の量は、グラウト組成物中のセメントと膨張材の合計１００部に対
して、３０～５０部が好ましく、３５～４５部がより好ましい。３０部未満では充分な流
動性が得られない場合があり、５０部を超えると充分な耐久性が得られない場合がある。
【００２７】
　本発明のグラウトモルタルを使用した施工方法としては、特に限定されるものではない
が、例えば、コンクリート劣化部分をはつり、鉄筋の錆び落としを実施し、プライマー処
理の後、型枠を設置し、型枠内に本発明のグラウトモルタルを充填し、硬化させる方法等
が挙げられる。
【００２８】
　本発明のグラウトモルタルは、例えば、橋脚下や港湾のコンクリート劣化部分の補修だ
けではなく、アスファルトやコンクリートで舗装された道路、歩道、処理場、及び駐車場
の表層の沈下や亀裂が発生した部分等を補修するために使用することもできる。
【００２９】
　以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【実施例１】
【００３０】
　セメント１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して、
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、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を配合し、
グラウト組成物を調製した。そのグラウト組成物中のセメントと膨張材の合計１００部に
対して、水４０部を加えて混練して、グラウトモルタルを調製し、グラウトモルタルの静
置フロー値、硬化収縮量、圧縮強度、付着強度、及び耐久性を測定・評価した。結果を表
１に示す。
【００３１】
＜使用材料＞
セメントα：普通ポルトランドセメント、市販品
セメントβ：早強ポルトランドセメント、市販品
膨張材：カルシウムサルホアルミネート系膨張材、市販品
粉末樹脂：アクリル酸エステル－酢酸ビニル－バーサチック酸ビニル粉末樹脂、市販品
減水剤：主成分ポリカルボン酸塩系、粉状、市販品
玄武岩繊維：繊維径１０μｍ、収束タイプ、カナエ社製、商品名「バサルトファイバー」
収縮低減剤：低級アルコールアルキレンオキシド誘導体系、粉体、市販品
消泡剤：主成分シリコーン系、粉体、市販品
骨材Ａ：新潟県姫川産天然砂、粒経１．２ｍｍ未満、比重２．６２
骨材Ｂ：新潟県姫川産天然砂、粒径１．２～４ｍｍ、比重２．６５
【００３２】
＜測定・評価方法＞
静置フロー値：ＪＩＳ　Ｒ　５２０１－１９９７の１５回の落下運動を与え
ない場合に準じ、フレッシュ時の性状を２０℃で評価
硬化収縮量：ＪＩＳ　Ａ　１１７１「ポリマーセメントモルタルの試験方法」
に準じて試験体を作製し、ＪＩＳ　Ａ　１１２９「モルタル及びコンクリー
トの長さ変化試験方法」に準じて２０℃、６０％で２８日材齢の乾燥収縮を
測定
圧縮強度：ＪＩＳ　Ｒ　５２０１－１９９７に準じ、水中養生２８日材齢で
評価
付着強度：ＪＨＳ　４１６「モルタル断面修復材・コンクリートとの付着性」
に準じ、コンクリート表面に厚さ１ｃｍ充填施工し、２０℃、８５％で２８
日材齢の附着強度を建研式引張試験機で測定
耐久性：３０×３０ｃｍのコンクリート板上に、グラウトモルタルを厚さ１ｃｍ充填施工
して試験体を作製した。硬化した試験体を屋外に設置し、ひび割れ発生開始までの日数、
ひび割れの程度を評価した。ひび割れ発生までの日数が６０日を超え、ひび割れ幅が０．
１ｍｍ未満のものを○、日数が６０日未満でひび割れ幅が０．１ｍｍを超え０．２ｍｍ以
以下のものを△、日数が６０日未満でひび割れ幅が０．１ｍｍを超えるものを×とした。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例２】
【００３５】
　セメントα１００部、セメント１００部に対して表２に示す量の膨張材、さらに、セメ
ントと膨張材の合計１００部に対して、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部
、収縮低減剤４部、減水剤０．３部、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６
０／４０の骨材１８０部を配合し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様
に行った。結果を表２に示す。
【００３６】
【表２】

【００３７】
　表２から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例３】
【００３８】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して
、表３に示す量の粉末樹脂、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、収縮低減剤４部、減水剤
０．３部、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比が６０／４０の骨材１８０部
を配合し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表３に
示す。



(8) JP 2008-120611 A 2008.5.29

10

20

30

40

【００３９】
【表３】

【００４０】
　表３から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例４】
【００４１】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して
、粉末樹脂８部、表４に示す量の長さ６ｍｍの玄武岩繊維、収縮低減剤４部、減水剤０．
３部、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を配合
し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表４に併記す
る。
【００４２】

【表４】

【００４３】
　表４から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例５】
【００４４】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して
、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、表５に示す量の収縮低減剤、減水剤
０．３部、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を
配合し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表５に示
す。
【００４５】
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【表５】

【００４６】
　表５から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例６】
【００４７】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して
、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、収縮低減剤４部、表６に示す量の減
水剤、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を配合
し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表６に示す。
【００４８】

【表６】

【００４９】
　表６から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例７】
【００５０】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計１００部に対して
、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、収縮低減剤４部、減水剤０．３部、
表７に示す量の消泡剤、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を配合し
、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表７に示す。
【００５１】
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【表７】

【００５２】
　表７から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例８】
【００５３】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計が１００部に対し
て、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、収縮低減剤４部、減水剤０．３部
、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の表８に示す量の骨材を配
合し、グラウト組成物を調製したこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表８に示す
。
【００５４】

【表８】

【００５５】
　表８から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【実施例９】
【００５６】
　セメントα１００部、膨張材５部、さらに、セメントと膨張材の合計が１００部に対し
て、粉末樹脂８部、長さ６ｍｍの玄武岩繊維０．５部、収縮低減剤４部、減水剤０．３部
、消泡剤０．０２部、及び骨材Ａ／骨材Ｂの質量比６０／４０の骨材１８０部を配合し、
グラウト組成物を調製し、さらに、表９に示す量の水を配合しグラウトモルタルを調製し
たこと以外は実施例１と同様に行った。結果を表９に示す。
【００５７】



(11) JP 2008-120611 A 2008.5.29

10

20

【表９】

【００５８】
　表９から、本発明のグラウトモルタルは、流動性が高く、硬化収縮が少なく、強度発現
が高く、コンクリートへの付着強度が高く、さらに、耐久性に優れていることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明のグラウト組成物を使用したグラウトモルタルは、優れた流動性を有し、長さ変
化が小さく、耐久性に優れ、しかもコンクリート等との付着強度に優れているという効果
を奏するので、各種補修工事、なかでも橋梁周囲部の断面修復、港湾構造物コンクリート
部位の補修の他、車道や歩道のアスファルトやコンクリート等の舗装部の補修部分に充填
して補修する用途等に好適に使用できる。
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